
北九州市営住宅馬寄団地　店舗募集要領

１　募集店舗

（１）住　　　　　所　　北九州市門司区社ノ木一丁目１６番１３号

（２）募　集　戸　数　　２戸

　　　　　　　　　　　　（１５棟１０４号及び１０５号　５７．２４㎡／戸）

（３）使用料（月額）　　３３，９００円

　　　　　　　　　　　　使用許可時に保証金１０１，７００円が必要です。

２　契約方法

　　令和１６（西暦２０３４）年１１月３０日までの定期建物賃貸借契約とします。

　　※この賃貸借は更新がなく、期間の満了により終了します。

３　申込手続

（１）申込受付期間

　　　　令和６年１０月１１日（金）から令和６年１０月２４日（木）まで

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除きます。）

　　　　なお、土曜日、日曜日、祝日は受け付けを行いません。

（２）申込受付場所

　　　　北九州市役所都市整備局住宅部住宅管理課

　　　　（北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市役所庁舎１４階）

　　　　（電話　０９３－５８２－２８６２）

（３）申し込みの際に必要なもの

　　　　北九州市営住宅馬寄団地店舗使用申込書（添付書類も必要です。）

（４）申込手続き

　　　　受付期間内に、申し込みに必要な書類を受付場所に直接持参してください。

　　　　（郵送、電話、ファックス、インターネットによる受け付けは行いません。）

４　現地下見会

　　令和６年１０月９日（水）午後２時から午後４時まで

５　使用者の決定方法

　　申込人数が定員を超えた場合は、公開抽選を行い決定します。

　　抽選の日時、場所等は１０月下旬に通知します。



６　申込資格

（１）北九州市内居住者又は北九州市内で営業を行っている者。

（２）営業可能な時間は、午前８時００分から午後９時００分までとする。

（３）入居後すみやかに開業できる者。

（４）店舗を以下のア～キに該当する用途に供してはなりません。

　　ア　公序良俗に反すると認められるものや、騒音、悪臭等の近隣への悪影響の恐れ

　　　があるもの。

　　イ　飲食店、食堂、喫茶店、料理店など店舗内で調理を行うもの。

　　ウ　弁当屋、茶屋などのうち、店舗内で調理を行うもの。

　　エ　菓子屋、ケーキ屋、パン屋、キムチ屋などのうち、店舗内で加工製造を行うも

　　　の。

　　オ　カラオケボックス、マージャン屋その他これらに類するもの。

　　カ　倉庫業を営む倉庫。

　　キ　その他、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４８条第５項に抵触する

　　　もの。

７　申込不可

（１）北九州市との信頼関係を損なう行為を行った者。

（２）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

　　号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（暴力団員による不当な

　　行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力

　　団員をいう。）又はこれらのものと密接な関係を有する者。

（３）過去、北九州市に対して使用料等の滞納がある者。

８　その他の条件

（１）公募の対象となっている馬寄団地１５棟１０４号及び１０５号は、現状のままで

　　貸出します。

　　　入居される方の責任において、用途に応じた修繕・改装をされることが条件とな

　　ります。

（２）退去時は原状回復してください。

（３）店舗使用者に対しては、駐車場の貸出しは行いません。また、来客用駐車場もあ

　　りません。

（４）賃貸借契約を結ぶにあたっては、連帯保証人を立てていただきます。


